
株主各位 

第 155回定時株主総会その他の電子提供措置事項 

(交付書面省略事項) 

主要な事業内容 

主要な事業所 

会計監査人に関する事項 

業務の適正を確保するための体制および 

当該体制の運用状況の概要 

連結株主資本等変動計算書 

連結注記表 

株主資本等変動計算書 

個別注記表 

（2024年 4月 1日から 2025年 3月 31日まで） 

上記の事項につきましては、法令および当社定款第 19条第 2項の規定に基

づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措

置事項記載書面）への記載を省略しております。 
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主要な事業内容（2025 年 3 月 31 日現在）

区 分 主要製品・事業 

化学品セグメント 
基礎化学品（硫酸、硝酸、アンモニア、高品位尿素水等）、ファインケミカル（封止材用等特殊エポキシ、
難燃剤、殺菌消毒剤等） 

機能性材料セグメント 
ディスプレイ材料（液晶配向材用ポリイミド等）、半導体材料（半導体用反射防止コーティング材等）、
無機コロイド（電子材料用研磨剤、各種表面処理剤等） 

農業化学品セグメント 農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺虫殺菌剤、植物成長調整剤）、動物用医薬品原薬 

ヘルスケアセグメント 高コレステロール血症治療薬原薬、ファインテック（課題解決型受託事業） 

卸売セグメント 化学品等の卸売 

その他のセグメント 硫酸、電子材料、肥料、造園緑化、運送、プラントエンジニアリング 

主要な事業所（2025 年 3 月 31日現在） 

(1) 当社

本社 東京都中央区日本橋二丁目 5番 1号 

営業拠点 札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡 

工場 袖ケ浦工場（千葉県）、埼玉工場、富山工場、名古屋工場、小野田工場（山口県） 

研究所 物質科学研究所（千葉県）、材料科学研究所（千葉県、富山県）、生物科学研究所（埼玉県） 

(2) 重要な子会社

重要な子会社は、「事業報告 1.企業集団の現況に関する事項 (6)重要な子会社の状況」

に記載しているため、省略しております。

会計監査人に関する事項 

(1) 会計監査人の名称

八重洲監査法人

(2) 当期に係る会計監査人に対する報酬等の額 
内  容 報酬等の額 

当期に係る会計監査人としての報酬等の額 58 百万円 

当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 85 百万円 

(注) 1. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と、金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しており

ませんので、当期に係る会計監査人としての報酬等の額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。 

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかにつ

いて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

3. 当社の重要な子会社のうち Nissan Chemical Europe S.A.S.、NCK Co., Ltd.および Nissan Bharat Rasayan Private Limited

は、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融

商品取引法に相当する外国の法令によるものに限る。）を受けております。

4. 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務（非監査業務）である「再生可能エネルギー発電促

進賦課金の減免申請に必要となる確認手続業務、コンフォートレターの作成」についての対価を支払っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

たときには、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を

決定いたします。

また、会計監査人が会社法第 340条第 1項各号に定める解任事由に該当すると認めら

れる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この

場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計

監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要 

 当社が「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保

するための体制」として取締役会で決議した事項（「内部統制システム構築の基本方針」）および当該体制の当期

の運用状況の概要は次のとおりです。 

 

(1) 当社および当社の子会社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合

することを確保するための体制 

・当社は、「取締役会規則」その他関連社規（会社の業務に関する規則）に基づき、経営意思決定の迅速化ならび

に経営責任および業務執行責任の明確化を図るとともに、独立性の高い社外役員を置く取締役会および監査役

会のもと、経営の監視機能、リスクマネジメント体制、コンプライアンス体制および内部統制システムの強化

を推進する。 

・当社は、「行動指針」のもと、サステナビリティ委員会、気候変動対策委員会、リスク・コンプライアンス委員

会、環境安全委員会、品質保証委員会を設置、各委員会が連携し、企業の存続および健全な発展に必要な業務

等の改善を図り、ステークホルダーからの信頼を最大限に確保する。 

・当社および当社の子会社を対象とした「コンプライアンス規則」を策定し、役員・社員等が事業活動に関わる

あらゆる法令および社規を遵守すること、ならびに事業活動を行ううえで社会規範に従うことを徹底する。 

・取締役会の指名を受けたチーフ・リスクマネジメント・オフィサー（CRO）が、当社および当社の子会社のコン

プライアンス全般を統括する。 

・内部通報制度を設け、日常的に法令を遵守する。 

・反社会的勢力とは一切関係をもたないこととし、不当な要求を受けた場合、外部専門機関と連携し、毅然とし

た態度で対応する。 

・内部監査部は、「内部監査規則」に基づき、公正かつ独立の立場で、コンプライアンスを目的の一つとした内部

統制の整備状況および運用状況につき監査を行う。 

（運用状況） 

・CRO を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会は、当社の部門・箇所および子会社から年 2 回定期的に

報告される法令・規則等の遵守状況を確認し、当該確認結果を踏まえてリスク・コンプライアンス室および法

務室が各部門・箇所および子会社に対して必要な指導を行っている。 

・下請法、独占禁止法、外国公務員贈賄防止その他の事業活動に関わる法令・規則の改定等に対する周知・教育

を当社および当社の子会社の役員および従業員に対して計画的に実施している。 

・コンプライアンス遵守状況および次年度の施策等は、年 1 回以上、経営会議にて妥当性評価および見直しを受

けている。また、次年度の施策等は、経営会議の承認を経て取締役会に付議されている。 

・内部通報制度（「相談ほっとライン」）は、外部委託先、リスク・コンプライアンス室、社外弁護士または社外

監査役に顕名あるいは匿名で通報できる体制とし、「内部通報規則」には、通報者に対し通報を理由に処遇上

の不利益を与えない旨を定めている。 

・反社会的勢力との関係断絶については、リスク・コンプライアンス委員会が当社の部門・箇所および子会社の

遵守状況の確認およびヒアリングの実施の際にあわせて確認し、当該確認結果を踏まえてリスク・コンプライ

アンス室および法務室が各部門・箇所および子会社に対して必要な指導を行っている。また、各部門・箇所に

おいて法務室の指導のもとに反社会的勢力排除に関する覚書の締結に取り組んでいる。 

・内部監査部は、「内部監査規則」に基づき年度監査計画を策定し、当該監査計画に従い当社の部門・箇所および
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国内外の子会社を対象に、内部統制システムに基づく業務の適正性確保の観点から内部監査を実施している。

監査の結果、是正または改善が必要と認められた事項については、当該部門等に対し是正または改善を求める

とともに、その状況を取締役会に報告しており、最高経営責任者および内部監査部担当取締役等にも個別に報

告している。また、社外取締役、監査役および会計監査人と定期的に情報交換会を開催し、両者の連携を積極

的に進めている。 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報につき、「情報管理規則」等社規に則り保存および管理

を行う。

・経営企画部担当役付役員を情報統括責任者（Chief Information Officer; CIO）とし、CIO は情報管理ならび

に個人情報および特定個人情報等の保護全般を統括する。

（運用状況） 

・当社は、「取締役会規則」に則り、取締役会の議事内容を記載した議事録を作成し、適切に保存・管理してい

る。

・当社は、「情報管理規則」に、個人情報を含め当社が取り扱う情報の性質・内容に応じて情報の管理区分および

保存、利用・開示、処分の基準を定め、また関係法令の改正に従い適切に同規則を改定するとともに従業員等

に対し周知している。

・情報管理事務局を置き、当社の部門・箇所に対して抽出監査を実施し、遵守の徹底を図っている。子会社に対

しては、当社と同様の管理体制が採られるように適宜指導を行っている。

(3) 当社および当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社および当社の子会社を対象とした「リスクマネジメント規則」を策定し、事業目的の達成を阻害するリス

クの発現の抑止および発現の際の影響の極小化を図る。

・取締役会の指名を受けたチーフ・リスクマネジメント・オフィサー（CRO）が、当社および当社の子会社のリス

クマネジメント全般を統括する。

・「日産化学グループ 危機・緊急事態対応指針」を定め、危機・緊急事態発生時には CRO 指揮のもと、被害・影

響の拡大防止および早期復旧・事業継続に努める。 

・「事業継続計画（Business Continuity Plan; BCP）策定指針」に、BCP 策定の基本を定める。 

・当社および当社の子会社を対象とした「レスポンシブル・ケア規則」を策定し、全ての事業活動にかかわる環

境保全、保安防災、労働安全衛生、化学品・製品安全および物流安全の確保とその向上を図る。

（運用状況） 

・CRO を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会が、当社および当社の子会社のリスクを包括的に管理す

るとともに、当社の部門・箇所および子会社の長がリスク・コンプライアンス責任者となり、当該部門・箇所

および子会社におけるリスクマネジメント活動の実施を推進し、監督している。

・リスクマネジメント活動は、年 1 回以上、経営会議にて妥当性評価および見直しを受け、取締役会に報告され

ている。年度の活動計画は、経営会議の承認を経て取締役会に付議されている。

・本社および工場につき災害発生時の BCP を策定し、その後順次見直しを実施している。

・レスポンシブル・ケア活動は、年 1 回以上、経営会議にて妥当性評価および見直しを受け、取締役会に報告さ

れている。年度の施策等は、経営会議の承認を経て取締役会に付議されている。
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・内部監査部は、取締役のリスク認識を確認したうえで、中期、短期的な監査計画を策定し、リスクの視点から

個別の監査を実施している。

(4) 当社および当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制 

・当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と執行機能を明確化することで双方の機能を強化

し、経営戦略の構築力・実現力の向上を図る。

・経営に関する重要事項は、「取締役会規則」、「経営会議規則」等社規に則り取締役会、経営会議で決定する。

・取締役会および経営会議の決定に基づき、執行役員が業務を執行する。

・取締役会は、決定した重要事項の進捗状況等、取締役および執行役員の業務執行状況を監督する。社外取締役

の選任により、取締役会の監督機能を強化する。

・「関係会社管理規則」において、子会社に対する全般的な管理方針について定め、企業グループとして経営の

健全性を高める。 

（運用状況） 

・当社は、2014 年 4 月から執行役員制度を導入している。

・当社は、「取締役会規則」、「経営会議規則」等社規において業務執行に係る適切な権限移譲を促進し、経営判断

の迅速化を図っている。

・取締役会は、その役割・責務を果たしているかについて毎年分析・評価（いわゆる「取締役会実効性評価」）を

行い、取締役会としての実効性の確保に努めている。また、取締役会実効性評価の実施者の中立性、客観性を

確保するために、数年毎に、当社と利害関係のない外部機関による第三者評価を取り入れている。なお、2024

年度は、第三者評価を取り入れた方法で実施している。

・経営企画部長および担当部門長は、「関係会社管理規則」に基づきそれぞれが担当する子会社から経営計画、

予算、決算等経営上の重要事項について報告を受け、必要な助言、調整、指導を行っている。

(5) 当社および当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・「関係会社管理規則」等社規に則り、子会社は、業務の執行について当社に報告し、当社は、子会社の経営の自

主性を尊重しつつ、健全な業務の遂行に資する助言と指導を行う。 

・当社の取締役または従業員が、子会社の取締役または監査役を兼務し、子会社を監督･監査する。

・当社は、子会社に対し当社の内部統制システムに準拠することを求めるとともに、内部監査部が監査を行う。 

（運用状況） 

・当社は、当社の国内外の子会社に対し、「関係会社管理規則」に従い、経営計画、予算および決算等について必

要な助言、指導および承認を行うとともに、定期的に経営状況の報告を受けている。また、「関係会社管理規

則」に基づき、当社の役員または従業員で子会社の役員を兼務する者は、当該子会社の取締役会に出席すると

ともに、必要に応じ重要事項を審議する会議に出席している。

・内部監査部は、「内部監査規則」に基づき、当社の部門・箇所および国内外の子会社を対象に、業務の適正性確

保の観点から計画的におよび必要に応じ臨時に内部監査を実施している。

・「関係会社管理規則」に基づき当社から推薦され選任された子会社の監査役は、内部監査部の協力を得て、業

務監査および会計監査を実施している。 
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(6) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に

関する事項およびその従業員の取締役からの独立性に関する事項 

・当社は、監査役の要請によりその職務を補助すべき従業員を置く。当該従業員が監査役の職務を補助する際は、

取締役および上位職位者の指示命令を受けないものとする。また取締役および上位職位者からの独立性を確保

するため、当該従業員の監査役補助者としての任命、異動の決定には、監査役会の事前の同意を得る。 

（運用状況） 

・当社は、監査役を補助する使用人として、監査役付 1 名を置いている。

・監査役付が監査役の職務を補助する際は、取締役および上位職位者の指示命令を受けないようにしている。ま

た監査役付の人事については、監査役会の事前の同意を得ている。

(7) 当社および当社の子会社の取締役および従業員が監査役に報告をするための体制その

他の監査役への報告に関する体制 

・監査役は、取締役会、サステナビリティ委員会、気候変動対策委員会、リスク・コンプライアンス委員会他重

要な会議に出席することができる。

・当社および当社の子会社の取締役および従業員は、取締役会・経営会議等での決定に基づく業務執行の結果の

うち、重要なものについては、監査役に報告する。また、重大な法令に違反する事実、会社に著しい損害を与

えるおそれのある事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに監査役に報告する。

（運用状況） 

・監査役は、サステナビリティ委員会、気候変動対策委員会、リスク・コンプライアンス委員会、環境安全委員

会、品質保証委員会に出席し、それぞれ報告・説明を受けている。

・当社は、監査役に対し、リスク・コンプライアンス委員会等への出席や、必要に応じた個別説明等を通じて、

業務執行に係る重要事項や重大な法令違反に関する事項について、速やかに監査役に報告している。

・内部通報制度（「相談ほっとライン」）で通報を受けた場合には、リスク・コンプライアンス室より、随時速や

かに監査役に内容を報告している。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役の監査が実効的に行われるため、監査役は、会計監査人、取締役、内部監査部および子会社の監査役等

と、定期的に意見交換を行う。

・監査役がその職務について必要な費用の前払または償還等、費用または債務の処理を求めた場合には当社はこ

れを負担する。

（運用状況） 

・監査役は、会計監査人、取締役、内部監査部、リスク・コンプライアンス室および子会社の監査役等と定期的

におよび必要に応じ意見交換を行っているほか、社外取締役との間でも定期的な意見交換を行っている。

・当社は、監査役の職務に係る費用については、上記方針に沿って負担している。
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連結株主資本等変動計算書 (2024年4月1日から2025年3月31日まで) 
  
 (単位：百万円) 
 

 

株主資本 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 

合計 

当期首残高 18,942 13,613 182,327 △943 213,939 

会計方針の変更による累積的

影響額  
    49   49 

会計方針の変更を反映した当期

首残高 
18,942 13,613 182,376 △943 213,989 

当期変動額      

剰余金の配当     △22,681   △22,681 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
    43,043   43,043 

連結範囲の変動     23   23 

自己株式の取得       △11,502 △11,502 

自己株式の処分       22 22 

自己株式の消却     △9,832 9,832 － 

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
          

当期変動額合計 － － 10,551 △1,647 8,904 

当期末残高 18,942 13,613 192,928 △2,590 222,893 

 

 

その他の包括利益累計額   

その他 

有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

退職給付 

に係る 

調整累計額 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

非支配株主 

持分 

 

純資産 

合計 

 

当期首残高 8,238 4,226 1,066 13,531 3,432 230,903 

会計方針の変更による累積的

影響額  
          49 

会計方針の変更を反映した当期

首残高  
8,238 4,226 1,066 13,531 3,432 230,952 

当期変動額       

剰余金の配当           △22,681 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
          43,043 

連結範囲の変動            23 

自己株式の取得           △11,502 

自己株式の処分           22 

自己株式の消却           － 

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
△1,202 △2,437 506 △3,133 △543 △3,676 

当期変動額合計 △1,202 △2,437 506 △3,133 △543 5,227 

当期末残高 7,035 1,788 1,573 10,397 2,889 236,180 
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連結注記表 

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

1．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数 12 社 

主要な連結子会社名は、「事業報告 1．企業集団の現況に関する事項 （6）重要な子会社の状況」に記載している

ため、省略しております。

（2）連結の範囲変更

NCアグロ函館株式会社は、重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。日本ポリテッ

ク株式会社は、株式取得により子会社化したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

（3）非連結子会社

主要な非連結子会社名は、日产化学制品(上海)有限公司、日产化学材料科技(苏州)有限公司他であります。

なお、非連結子会社の合計の総資産、売上高、当期純損益のうち持分に見合う額および利益剰余金のうち持分に見

合う額は、いずれも連結計算書類に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても重要性がないため連結の範囲から

除外しております。

2．持分法の適用に関する事項 

（1）持分法適用会社の数 関連会社2社

持分法適用会社は、サンアグロ㈱、クラリアント触媒㈱であります。

（2）持分法適用範囲から除外した非連結子会社および関連会社

持分法の適用範囲から除外した非連結子会社（日产化学制品(上海)有限公司、日产化学材料科技(苏州)有限公司他）

および関連会社（富山共同自家発電㈱他）は、それぞれ当期純損益のうち持分に見合う額および利益剰余金のうち

持分に見合う額等が連結計算書類に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法適用の範

囲から除外しております。 

3．会計方針に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準および評価方法

①有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法 

②デリバティブ

時価法

③棚卸資産

主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く。）

主として、定率法により償却しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。）

ならびに、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物および構築物 2～50年 

機械装置および運搬具 2～12年 

②無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法により償却しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウエア 5年 

無形固定資産その他 5～18年 

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

従業員賞与の支出に充当するため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う額を計上しております。 

③役員株式給付引当金 

役員株式交付規程に基づく当社の取締役等への株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債

務の見込額に基づき計上しております。 

④関係会社事業損失引当金 

関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案し、その損失負担見込額を計上しておりま

す。 

（4）重要な収益および費用の計上基準 

当社グループでは、化学品、機能性材料、農業化学品、ヘルスケア、卸売およびその他の事業における製造および

販売を主な事業としており、当該事業の主な履行義務の内容は以下のとおりであります。 

①商品および製品の販売 

履行義務の充足時点については、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる

時点に履行義務が充足されると判断していることから、顧客への出荷時、貿易上の諸条件に基づき収益を認識し

ております。 

顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕

入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。 

顧客との契約における対価に変動対価が含まれる取引については、その不確実性が事後的に解消される際に、収

益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。 

②ライセンスの供与 

ライセンスの供与に係る収益については、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンス期間にわ

たり知的財産にアクセスする権利である場合は、一定の期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与される時

点で知的財産を使用する権利である場合は、一時点で収益を認識しております。なお、顧客の売上高に基づくラ

イセンス供与に係る収益の一部については顧客からの売上報告に基づき不確実性が解消された時点で収益を認識

しております。 

（5）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

①退職給付に係る会計処理の方法 

・退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。 

・数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務年数以内の16年の定率法により、発生連結

会計年度から費用処理しております。 

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務年数以内の16年の定率法により、発生連結会計年

度から費用処理しております。 

・小規模企業等における簡便法の採用 

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

②重要なヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため特例処

理を採用しております。 

③法人税および地方法人税の会計処理又はこれに関する税効果会計の会計処理 

当社および一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適

用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税お

よび地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。 

④のれんの償却方法および償却期間 

のれんについては、20年以内のその効果のおよぶ期間にわたって定額法により規則的に償却しております。た

だし、金額に重要性が乏しい場合には、発生時にその全額を償却しております。 

（6）会計方針の変更 

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会

計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分（その他の包括利益に
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対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いおよび

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適

用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結計算書

類に与える影響はありません。 

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類にお

ける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しておりま

す。当該会計方針の変更は、遡及適用され、会計方針の変更の累積的影響額は当連結会計年度の期首の純資産の帳

簿価額に反映されております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の

遡及適用後の期首残高は49百万円増加しております。 

（7）会計上の見積りに関する注記 

①棚卸資産評価損 

1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

棚卸資産評価損 161 百万円 

2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報 

・算出方法 

期末における棚卸資産の評価にあたっては、正味売却価額が帳簿価額よりも下落している場合には、帳簿価額

を正味売却価額まで減額し、当該減少額を棚卸資産評価損として計上しております。 

・主要な仮定 

製品・商品については、総売上高から売上控除、運送費等の過去実績から正味売却価額を見積もっております。

原材料については、最終仕入原価により再調達価額を見積り、これを正味売却価額としております。 

・翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 

評価損の見積りにあたっては、過去の購買実績や出荷実績、評価時点で入手可能な情報等を基に、合理的と考

えられる様々な要因を考慮した上で判断しておりますが、市場環境が予測より悪化して正味売却価額が下落す

る場合には、追加の評価損計上が必要となる可能性があります。 

 

追加情報 

株式給付信託(BBT) 

当社は、2019年7月30日の取締役会議に基づき、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員および理事(以下「取締役等」

という。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下「本制度」という。)を導入しています。本

制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットの

みならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する

意識を高めることを目的としています。当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の

株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じています。 

(1)取引の概要 

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」とい

う。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規則に従って、当社株式および当社株式を時

価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度で

す。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。 

(2)信託に残存する自社の株式 

信託に残存する自社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計

上しています。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額は670百万円、株式数は139,400株です。 
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連結貸借対照表に関する注記 

1．担保資産 

担保に供している資産は以下のとおりです。 

投資有価証券 220 百万円 

差入保証金 10 百万円 

上記に対応する債務 

買掛金 410 百万円 

2．受取手形および売掛金 

受取手形および売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりです。 

受取手形 4,355 百万円 

売掛金 84,775 百万円 
 

3．有形固定資産の減価償却累計額 252,316 百万円 

なお、減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。 

4．契約負債 

流動負債「その他」のうち、契約負債の金額は、以下のとおりです。 

契約負債 112 百万円 

5．保証債務 

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。 

富山共同自家発電株式会社 4,875 百万円 

計 4,875 百万円 

 

連結株主資本等変動計算書に関する注記 

1．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

(単位：株) 
 

 株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

発行済株式 普通株式 138,800,000 － 2,000,000 136,800,000 

自己株式 普通株式 186,649 2,335,738 2,004,600 517,787 
 

変動事由の概要 

（1）発行済株式 

減少 2024年8月27日の取締役会決議、および2025年2月26日の取締役会決議に基づく自己株式の消却によるも

のであります。 

（2）自己株式 

増加 2024年5月13日の取締役会決議、2024年5月28日の取締役会決議、および2025年3月6日の取締役会決議に

基づく自己株式の取得、および期中の単元未満株式の買取によるものであります。 

減少 2024年8月27日の取締役会決議、および2025年2月26日の取締役会決議に基づく自己株式の消却、2019年7

月30日の取締役会にて決議された「株式給付信託(BBT)」の給付規則に基づく株式給付によるものであり

ます。 

2．剰余金の配当に関する事項 

（1）配当金支払額等 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

1株当たり 

配当額 基準日 効力発生日 

（百万円） （円） 

2024年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 13,043 94.00 2024年3月31日 2024年6月27日 

2024年11月11日 

取締役会決議 
普通株式 9,638 70.00 2024年9月30日 2024年12月9日 

 
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

①配当金の総額 14,187 百万円 
 

②配当の原資 利益剰余金  
 

③1株当たり配当額 104.00 円 
 

④基準日 2025年3月31日 

⑤効力発生日 2025年6月27日 
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金融商品に関する注記 

1．金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については、銀行等金融機関からの借入、

社債およびコマーシャル・ペーパーによる方針であります。 

受取手形および売掛金ならびに原料仕入代行に伴う未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定等によりリ

スク低減を図っております。貸付金は、資本関係のある関連会社に対して行っており、適切なリスク管理を実施し

ております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については定期的に把握された時価が取締役会

に報告されております。 

借入金、コマーシャル・ペーパーおよび社債による調達資金は、運転資金（主として短期）および設備投資資金

（長期）を使途としております。なお、デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に

従い、実需の範囲で行うこととしております。 

2．金融商品の時価等に関する事項 

2025年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の

とおりであります。 

(単位：百万円) 
 

 
連結貸借対照表 
計上額(*1) 

時価(*) 差額 

（1） 投資有価証券    

その他有価証券 15,616 15,616 － 

（2） 社債 (10,000) (9,787) (△213) 

（3） 長期借入金 (1,491) (1,480) (△11) 
 

(*1)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。  

(*2)「現金および預金」、「受取手形および売掛金」、「未収入金」、「短期貸付金」、「支払手形および買掛

金」、「短期借入金」「コマーシャル・ペーパー」については、現金および短期間で決済されるため時価が帳

簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。  

(*3)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計

上額は以下のとおりであります。  
 

区分 当連結会計年度（百万円） 

非上場株式 8,737 
 

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類

しております。 

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 
 

区分 
時価（百万円） 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

投資有価証券     

株式 15,616 － － 15,616 

資産計 15,616 － － 15,616 

 

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 
 

区分 
時価（百万円） 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

社債 － (9,787) － (9,787) 

長期借入金 － (1,480) － (1,480) 

負債計 － (11,267) － (11,267) 
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(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明 

社債の時価は、当社が発行している社債は活発な市場における相場価格が認められないため、業界団体等より

公表されている価格や利回りの情報等を基に算定しており、レベル2の時価に分類しております。 

長期借入金の時価は、元金利の合計額と、当該債務の残存期間および信用リスクを加味した利率を基に、割引

現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。 

 

収益認識に関する注記  

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当社の売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社の報告セグメントを財又はサービスの種類別

に分解した場合の内訳は、以下のとおりです。 

(単位：百万円) 
 

 

報告セグメント 

その他 
(注)1 

合計 化学品 
事業 

機能性 
材料事業 

農業 
化学品 
事業 

ヘルス 
ケア 
事業 

卸売 
事業 

その他の 
事業 

計 

基礎化学品 15,008 － － － － － 15,008 － 15,008 

ファインケミカル 8,836 － － － － － 8,836 － 8,836 

機能性材料 － 73,593 － － － － 73,593 － 73,593 

農業化学品 － － 70,408 － － － 70,408 － 70,408 

創薬 － － － 1,823 － － 1,823 － 1,823 

ファインテック － － － 4,077 － － 4,077 － 4,077 

卸売 － － － － 65,826 － 65,826 － 65,826 

その他 － － － － － 11,450 11,450 340 11,791 

顧客との契約から

生じる収益 
23,844 73,593 70,408 5,901 65,826 11,450 251,024 340 251,365 

外部顧客への売上

高 
23,844 73,593 70,408 5,901 65,826 11,450 251,024 340 251,365 

 
（注）1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントです。  

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報  

収益を理解するための基礎となる情報は「3．会計方針に関する事項 (4)重要な収益および費用の計上基準」に

記載のとおりであります。 

3．当期および翌期以降の収益の金額を理解するための情報  

顧客との契約から生じた債権、契約資産および契約負債は以下のとおりであります。 
 

 
当連結会計年度 

期首残高 期末残高 

顧客との契約から生じた債権 88,800 百万円 89,131 百万円 

契約資産 － 百万円 － 百万円 

契約負債 133 百万円 112 百万円 
 

契約資産は、期末日時点で完了しているが未請求の財またはサービスに係る対価に対する、当社および連結子

会社の権利に関するものであり、連結貸借対照表上、流動資産「受取手形および売掛金」に含まれております。 

契約負債は主に、顧客から受け取った前受金であり、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に含まれており

ます。 

 

1株当たり情報に関する注記 

1株当たり純資産額 1,711 円  83 銭 

1株当たり当期純利益 313 円  26 銭 
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重要な後発事象に関する注記 

1.当社は、2025年5月15日、取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条

の規定に基づき、自己株式を買い受けることを決議いたしました。 

（1）自己株式の取得を行う理由 

   経営環境の変化に対応した機動的資本政策の遂行を可能とするため  

（2）取得に係る事項の内容 

   ① 取得対象株式の種類   当社普通株式 

   ② 取得し得る株式の総数  2,500,000 株（上限とする） 

                （発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.84%） 

（3）株式の取得価額の総額    9,000,000,000 円（上限とする） 

（4）株式の取得期間       2025年5月16日から2026年3月31日まで 

 

(ご参考) 2025年5月15日時点の自己株式の保有状況 

 発行済株式総数（自己株式を除く）      136,056,203株 

 自己株式数                     743,797株 

  ※上記自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式(135,300株)は含まれておりません。 

 

その他の注記 

1．減損損失 

当連結会計年度において減損損失を認識した資産の内訳は、以下のとおりであります。 

(単位：百万円) 
 

場所 用途 種類 金額 

富山県富山市 他 工場資産等 

建物および構築物 1,156 

機械装置および運搬具 1,561 

工具、器具および備品 11 

建設仮勘定 32 

ソフトウェア 0 

計 2,761 
 

群馬県藤岡市 他 工場資産等 

建物および構築物 449 

機械装置および運搬具 464 

工具、器具および備品 17 

土地 177 

建設仮勘定 5 

計 1,114 
 

合計 3,876 
 

(資産のグルーピングの方法) 

当社グループは、原則として独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングを行っ

ております。なお、連結子会社については、会社単位を基準としてグルーピングを行っております。 

(減損損失の認識に至った経緯) 

当社ファインケミカル事業および一部の連結子会社において、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっ

ている資産グループのうち、回収可能価額が帳簿価額を下回る資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として、特別損失に計上しております。 

(回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は、使用価値および正味売却価額により測定を行っております。正味売却価額については公示価格等

をもとに算定し、使用価値の測定については将来キャッシュ・フローが見込めないため零と算定しております。 
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株主資本等変動計算書 (2024年4月1日から2025年3月31日まで) 
   

 (単位：百万円) 
 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 

 
資本 
準備金 

資本 
剰余金 
合計 

当期首残高 18,942 13,567 13,567 

当期変動額    

剰余金の配当       

固定資産圧縮積立金の取崩       

当期純利益       

自己株式の取得       

自己株式の処分       

自己株式の消却       

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

      

当期変動額合計 － － － 

当期末残高 18,942 13,567 13,567 

 

 株主資本 

 

利益剰余金 

 
利益 
準備金 

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計 

配当引当 
積立金 

固定資産圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

当期首残高 2,161 200 371 44,698 90,663 138,094 

当期変動額       

剰余金の配当         △22,681 △22,681 

固定資産圧縮積立金の取崩     △15   15 － 

当期純利益         36,612 36,612 

自己株式の取得             

自己株式の処分             

自己株式の消却         △9,832 △9,832 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

            

当期変動額合計 － － △15 － 4,113 4,098 

当期末残高 2,161 200 355 44,698 94,776 142,193 

 

 

株主資本 評価・換算差額等  

自己株式 
株主 
資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産 
合計 
 

当期首残高 △943 169,660 7,362 7,362 177,023 

当期変動額      

剰余金の配当   △22,681     △22,681 

固定資産圧縮積立金の取崩   －     － 

当期純利益   36,612     36,612 

自己株式の取得 △11,502 △11,502     △11,502 

自己株式の処分 22 22     22 

自己株式の消却 9,832 －     － 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

    △1,172 △1,172 △1,172 

当期変動額合計 △1,647 2,450 △1,172 △1,172 1,277 

当期末残高 △2,590 172,111 6,189 6,189 178,301 
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個別注記表 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1．有価証券の評価基準および評価方法 

（1）子会社株式および関連会社株式…移動平均法による原価法 

（2）その他有価証券 

①市場価格のない株式等以外のもの…時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

②市場価格のない株式等…移動平均法による原価法 

2．デリバティブの評価基準および評価方法 

時価法 

3．棚卸資産の評価基準および評価方法 

（1）製品および原材料 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

（2）貯蔵品 移動平均法による原価法 

4．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 

主として、定率法により償却しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除

く。）ならびに、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用してお

ります。また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物および構築物 2～50年 

機械装置および運搬具 2～12年 

（2）無形固定資産 

定額法により償却しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

ソフトウエア 5年 

無形固定資産その他 5～16年 

5．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

（2）賞与引当金 

従業員賞与の支出に充当するため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。 

（3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異の費用処理方法および過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務年数以内の16年の定率法により、発

生事業年度から費用処理しております。 

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務年数以内の16年の定率法により、発生事業

年度から費用処理しております。 

なお、年金資産の額が退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過している場合には、前払年

金費用として計上しております。 

（4）役員株式給付引当金 

役員株式交付規則に基づく当社の取締役等への株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債

務の見込額に基づき計上しております。 

（5）関係会社事業損失引当金 

関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案し、その損失負担見込額を計上してお

ります。 

6．重要な収益および費用の計上基準 

当社では、化学品、機能性材料、農業化学品、ヘルスケアの事業における製造および販売を主な事業としており、

当該事業の主な履行義務の内容は以下のとおりであります。 

①商品および製品の販売 
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履行義務の充足時点については、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認めら

れる時点に履行義務が充足されると判断していることから、顧客への出荷時、貿易上の諸条件に基づき収益

を認識しております。 

顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品

の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。 

顧客との契約における対価に変動対価が含まれる取引については、その不確実性が事後的に解消される際に、

収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。 

②ライセンスの供与 

ライセンスの供与に係る収益については、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンス期間

にわたり知的財産にアクセスする権利である場合は、一定の期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与

される時点で知的財産を使用する権利である場合は、一時点で収益を認識しております。なお、顧客の売上

高に基づくライセンス供与に係る収益の一部については顧客からの売上報告に基づき不確実性が解消された

時点で収益を認識しております。 

7．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

（1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用しております。 

（2）グループ通算制度の適用 

グループ通算制度を適用しております。 

（3）のれんの償却方法および償却期間 

のれんについては、20年以内のその効果のおよぶ期間にわたって定額法により規則的に償却しております。

ただし、金額に重要性が乏しい場合には、発生時にその全額を償却しております。 

8．会計方針の変更 

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正について

は、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いおよび「税効果会計に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項

(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる計算書類に与える影響はありません。 

9．会計上の見積りに関する注記 

(1)棚卸資産評価損 

①当事業年度の計算書類に計上した金額 

棚卸資産評価損 497 百万円 

②その他見積りの内容に関する理解に資する情報 

連結注記表に注記すべき事項と同一であるため記載を省略しております。 

 

追加情報 

株式給付信託(BBT) 

連結注記表の追加情報に記載しているため、注記を省略しております。 
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貸借対照表に関する注記 

1．有形固定資産の減価償却累計額 211,567 百万円 

なお、減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。 

 

2．保証債務 

下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。 

富山共同自家発電株式会社 4,875 百万円 

Nissan Chemical America Corporation 1 百万円 

計 4,876 百万円 

 

3．関係会社に対する金銭債権および金銭債務 

短期金銭債権 32,437 百万円 

短期金銭債務 6,913 百万円 

 

損益計算書に関する注記 

1．関係会社との取引高 

営業取引による取引高 

売上高 77,822 百万円 

仕入高 43,879 百万円 
 

営業取引以外の取引による取引高 3,745 百万円 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類および株式数 

(単位：株) 
 

 株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

自己株式 普通株式 186,649 2,335,738 2,004,600 517,787 
 

変動事由の概要 

増加 2024年5月13日の取締役会決議、2024年5月28日の取締役会決議、および2025年3月6日の取締役会決議に

基づく自己株式の取得、および期中の単元未満株式の買取によるものであります。 

減少 2024年8月27日の取締役会決議、および2025年2月26日の取締役会決議に基づく自己株式の消却、2019年7

月30日の取締役会にて決議された「株式給付信託(BBT)」の給付規則に基づく株式給付によるものであり

ます。 
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税効果会計に関する注記 

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

減損損失 900 百万円 

貯蔵品在庫 813 百万円 

投資有価証券評価損および関係会社株式評価損 764 百万円 

賞与引当金 621 百万円 

事業税 443 百万円 

減価償却超過額 438 百万円 

前払委託試験費 281 百万円 

その他 1,014 百万円 

繰延税金資産合計 5,278 百万円 

 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △2,964 百万円 

前払年金費用 △574 百万円 

固定資産圧縮積立金 △160 百万円 

その他 △100 百万円 

繰延税金負債合計 △3,799 百万円 
 

繰延税金資産(負債)の純額 1,479 百万円 

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開

始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年3月期以降に

解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率を30.36％から

31.26％に変更し計算しております。なお、この変更による影響は軽微であります。 

 

関連当事者との取引に関する注記 

子会社および関連会社 

(単位：百万円) 
 

属性 会社等の名称 
議決権等の所有
（被所有）割合 

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 
日星産業 
株式会社 

直接100％ 

当社製品の販売、仕入 
原材料の購入 
資金の貸付 
役員の兼任 

製品の販売 
（注1） 

50,195 売掛金 7,992 

製品の仕入 
（注1） 

19,060 買掛金 1,348 

資金の貸付 
（注3） 

56,081 短期貸付金 6,489 

利息の受取 
（注3） 

181 
その他流動資産 
(未収利息) 

- 

子会社 
Nissan Chemical 
Europe S.A.S. 

直接100％ 
当社製品の販売 
役員の兼任 

製品の販売 
（注1） 

6,397 売掛金 4,244 

子会社 
NC東京ベイ 
株式会社 

直接100％ 
当社製品の仕入 
役員の兼任 
資金の貸付 

資金の貸付 
（注3） 

4,885 短期貸付金 3,254 

利息の受取 
（注3） 

22 
その他流動資産 
(未収利息) - 

子会社 
Nissan Bharat 

Rasayan PVT.LTD. 
直接70％ 

当社製品の仕入 
役員の兼任 
資金の貸付 

資金の貸付 
（注3） 

- 長期貸付金 6,612 

利息の受取 
（注3） 

91 
その他流動資産 
(未収利息) - 

関連会
社 

富山共同自家発電
株式会社  

直接25％ 
債務保証 
役員の兼任 

債務保証 
（注4） 

4,875 - - 

 
取引条件および取引条件の決定方針 

（注1）製品の販売、仕入については、市場価格および原価を勘案した価格交渉の上、決定しております。 

（注2）記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

（注3）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

（注4）金融機関からの借入金に対する債務保証を行っております。 
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収益認識に関する注記 

収益を理解するための基礎となる情報については、連結注記表（収益認識に関する注記）に同一の内容を記載してお

りますので注記を省略しております。 

 

1株当たり情報に関する注記 

1株当たり純資産額 1,308 円  32 銭 

1株当たり当期純利益 266 円  46 銭 

 

（注） 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、貸借対照表、損益計算書、株主資

本等変動計算書および個別注記表に記載の金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 

ただし、1株当たり情報に記載の金額は表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。 

 

重要な後発事象に関する注記 

1.当社は、2025年5月15日、取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条

の規定に基づき、自己株式を買い受けることを決議いたしました。 

（1）自己株式の取得を行う理由 

   経営環境の変化に対応した機動的資本政策の遂行を可能とするため  

（2）取得に係る事項の内容 

   ① 取得対象株式の種類   当社普通株式 

   ② 取得し得る株式の総数  2,500,000 株（上限とする） 

                （発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.84%） 

（3）株式の取得価額の総額    9,000,000,000 円（上限とする） 

（4）株式の取得期間       2025年5月16日から2026年3月31日まで 

 

(ご参考) 2025年5月15日時点の自己株式の保有状況 

 発行済株式総数（自己株式を除く）      136,056,203株 

 自己株式数                     743,797株 

  ※上記自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式(135,300株)は含まれておりません。 

 

その他の注記 

1．減損損失 

当事業年度において減損損失を認識した資産の内訳は、以下のとおりであります。 

(単位：百万円) 
 

場所 用途 種類 金額 

富山県富山市 他 工場資産等 

建物および構築物 1,235 

機械装置および運搬具 1,621 

工具、器具および備品 11 

建設仮勘定 32 

ソフトウェア 0 

計 2,900 
 

(資産のグルーピングの方法) 

当社は、原則として独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングを行っており

ます。 

(減損損失の認識に至った経緯) 

当社ファインケミカル事業において、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている資産グループの

うち、回収可能価額が帳簿価額を下回る資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として、特別損失に計上しております。 

(回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は、使用価値により測定を行っております。使用価値の測定については、将来キャッシュ・フロー

が見込めないため零と算定しております。 
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